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議題（７）今後の進め方について 

 
 
平成２１年度事業計画の今後の進め方については、下記フロー図によるものとする。（参考資料
⑥参照） 
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 ①第４回箕面市地域公共交通活性化協議会の開催（11 月 25 日） 

●規約の改正 

●運行計画（素案）の決定 

・運行内容（ルート・便数等） 

・運賃設定（基本運賃、割引き運賃） 

・収支、評価（見直し）基準、利用促進策 

 

 ②パブリックコメント（市民意見募集）の実施（1月中） 

●運行計画（素案）に対して、市民意見を募集 

 

 

 ③連携計画（案）の作成（2月上旬） 

○パブリックコメントの結果を踏まえて、運行計画（素案）を見直すと 

ともに、運行計画も含めた「箕面市地域公共交通総合連携計画（案）」 

を作成し、協議会委員に意見照会 

 

 ④第５回箕面市地域公共交通活性化協議会の開催（2月下旬） 

●連携計画（案）の決定 

●実証運行事業者契約手法の決定 

●平成２２年度以降の協議会予定 

 

 ⑤連携計画の公表及び関係者への送付（2月下旬） 

○協議会は作成した連携計画（案）を箕面市に提出 

○箕面市は、連携計画を公表するとともに、国、府、関係する交通事業者、 

道路管理者、その他事業を実施すると見込まれる者及び公安委員会に送付 

 

 ⑥事業計画の申請（3月上旬） 

○協議会は、連携計画のうち協議会が実施する事業について、事業計画（箕 

面市地域公共交通活性化・再生総合事業計画）を作成し、国（近畿運輸局） 

へ申請 

 ⑦事業計画の認定（3月下旬） 

○ 国（近畿運輸局）が事業計画を認定 

 

 

 ⑧補助金交付申請（4月 1日） 

○ 協議会は、国（近畿運輸局）に補助金交付申請 


